
　 令和8年1月19日

協議会名：

評価対象事業名：

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

沖縄都市モノレール株式会
社

・日本産業規格（ＪＩＳ）に即して
既存不適格となっている視覚
障害者誘導用ブロック（警告ブ
ロック）の整備
・小禄駅～安里駅間の8駅とす
る

－ A
計画通り事業は適切に実施
された

A

８駅合わせて１日約４７，００
３人の利用がある駅で、移
動、及び利用に係る安全性
の確保、向上が図られた。

令和７年度申請工事で計画完
了のため、今後、適合された状
態の維持管理に努める

令和５年度地域公共交通確保維持改善事業
（地域公共交通バリア解消促進等事業）

沖縄県生活交通確保維持改善協議会（モノレール）

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況



　 令和8年1月19日

協議会名：

評価対象事業名：

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

沖縄都市モノレール株式会
社

・日本産業規格（ＪＩＳ）に即して
既存不適格となっている視覚
障害者誘導用ブロック（警告ブ
ロック）の整備
・赤嶺駅１駅とする

－ A
計画通り事業は適切に実施
された

A

１駅１日約４，０９４人の利
用がある駅で、移動、及び
利用に係る安全性の確保、
向上が図られた

令和７年度申請工事で計画完
了のため、今後、適合された状
態の維持管理に努める

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

沖縄県生活交通確保維持改善協議会（モノレール）

令和６年度地域公共交通確保維持改善事業
（地域公共交通バリア解消促進等事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況


